
 

 

■北広島市市民参加条例の改正について 

 

＜市民参加条例の見直しについて＞ 

 

 北広島市市民参加条例では、この条例に基づく市民参加制度が、「市民の意見を反映したものと

なっているか」「社会情勢の変化や市民参加の状況から新たに規定すべきことはないか」など、絶

えず見直す必要があるとの観点から、下記のとおり第17条において、条例の見直しについて規定

しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成24年度においては、条例施行から3年が経過し、徐々に職員の市民参加に対する理解が深

まっておりますが、いまだ途上にあることから、まずは、条例の趣旨に基づく取り組みの更なる

浸透や条例に基づく市民参加制度の一層の充実を図っていくことが重要であると判断し、市民参

加条例の改正は行いませんでした。 

 制度の適正な運用にあたっては、第三者による客観的な評価が不可欠であるため、平成24年度

から新たな評価制度を導入し、評価の実績を積み上げるとともに、市民参加推進会議での審議を

ふまえた中で条例の見直しについて検討し、市民参加制度がより市民の意見を反映した制度とな

るよう不断の見直しを行っていくこととしておりますが、条例においては、見直しの必要性の有

無にかかわらず3年ごとに見直しを行うものとされていることから、「この条例の施行後3年を超

えない期間ごとに」を「必要に応じて」に改正します。 

 

 

 

 

・北広島市市民参加条例（抜粋） 
 
(条例の見直し) 
第 17 条 市長は、この条例に定める市民参加の制度が市民の意見を反映したものになるよう、
この条例の施行後 3年を超えない期間ごとに、その見直しを行うものとします。 


